
                平成１９年１０月１日 

Ｂ－ＣＡＳカード利用約款 

 

  本約款は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（以下「Ｂ－ＣＡＳ」という）から 
社団法人日本ケーブルテレビ連盟（以下ＪＣＴＡという）に支給される限定受信システム（コンディショナル・ア

クセス・システム）及びコンテンツ保護（ＲＭＰ）対応用『Ｂ－ＣＡＳカード』（以下「カード」という）を、社団

法人 電波産業会（ＡＲＩＢ）ＳＴＤ－Ｂ２５、ＴＲ－Ｂ１５並びにＳＴＤ－Ｂ２５、ＴＲ－Ｂ１４およびＪＣＴＡ

日本ケーブルラボ仕様ＪＣＬ ＳＰＥＣ－００１ １．０版に準拠した機能を有する受信端末（単体製品および複

合製品を含み、以下「受信端末」という）と共に、有線テレビジョン放送サービスの加入者（以下、「加入者」とい

う）に使用させ、その限度でＢ－ＣＡＳのＣＡＳ方式を有線テレビジョン放送事業者が使用すること並びに「カー

ド」の支給条件および取り扱い条件の詳細を取り決める。 

 本約款は又、平成 12 年 12 月 1 日よりケーブル CAS 協議会を経由して実施されている事業を継承し、有線テレビ

ジョン放送事業者又はその代理者には、かかる取り扱いが発生した時点より適用されるものとする。 

 

第１条（カード取り扱い者） 

  有線テレビジョン放送事業者で、本約款を承認し、本約款に定められた規定の遵守を確認し、証として所定の 

用紙に記名押印の上、提出したもの（以下甲という）をカード取り扱い者とする。ただし、日本ケーブルテレビ 

連盟会員であるものは、本約款および料金規定に基づいて優遇される場合があるものとし、詳細は利用料細則に規

定される。 

 

第２条（カードの取扱い業務） 

（１）「カード」の取扱い業務についてはＪＣＴＡとＢ－ＣＡＳが別途平成 19 年 10 月 1 日に締結した「Ｂ－ＣＡＳ

カードにかかわる個人情報取扱いに関する覚書」（以下「覚書」という）に基いて、ＪＣＴＡが甲に再委託するもの

である事を確認する。 

（２）甲は覚書の内容につきＪＣＴＡ及びＢ－ＣＡＳに対し遵守するものとする。 

 

第３条（カードの支給） 

（１）支給 

  ＪＣＴＡは、第８条第１項に規定する「目的内使用」の用に供するために、甲に対し「カード」を支給する。 

但し、ＪＣＴＡが「カード」を甲の指定先に配送するための運送料および保険料（消費税を含む）については、「カ

ード」の納入時に甲が着払いにて全額負担するものとする。 

（２）有償支給 

  甲に起因して使用不可となった「カード」については、甲はＪＣＴＡ所定の料金表に従い料金を支払うものと 

する。ＪＣＴＡは、かかる価格を改定した場合には、速やかに甲に通知する。 

（３）最低支給単位 

  ＪＣＴＡによる「カード」の支給は、原則として 10 枚を最小単位とする。 

（４）発注および納入 

  甲は、ＪＣＴＡホームページの「Ｂ－ＣＡＳカード運用システム」（以下「システム」という）にログインし、 

注文画面から、ＪＣＴＡが指定する事項を毎月月末までに入力することにより注文する。ＪＣＴＡは、システムに

登録されたデータに基づき、「カード」を「Ｂ－ＣＡＳ」に発注し、甲の指定先（日本国内に限る）に「カード」を

納入するものとする。 

なお、システムの運用については別途定める「Ｂ－ＣＡＳカード運用システム管理規則」によるものとする。 

（５）納入日 

  「カード」の納入日は、注文入力期限日（毎月月末）から 75 暦日後の日が属する月の 15 日までとする。 

（６）納入不能の場合 

前項に拘わらず、甲は、「Ｂ－ＣＡＳ」の事情、その他ＪＣＴＡの責に帰すことができない事由により、ＪＣＴＡ

が納入希望日に「カード」を納入できない場合があることを了承する。かかる場合、ＪＣＴＡは、その旨を「注文

入力期限日」の日付から 20 営業日以内、又はかかる事情を事前に知り得ない場合にはこれを知った時点から可及的

速やかに文書またはこれに代わる手段にて甲に通知するものとする。 

 

第４条（カード仕様） 

(１) 「カード」の仕様は、Ｂ－ＣＡＳとＪＣＴＡが締結するケーブルテレビ用Ｂ－ＣＡＳカード使用契約書の 

内容にもとづき、Ｂ－ＣＡＳがＪＣＴＡに別途開示提供する『Ｂ－ＣＡＳカード納入仕様書』（以下「納入仕様書」



 

という）に基づくものとする。甲は、Ｂ－ＣＡＳにより、「カード」の仕様が事前通知の上変更されることがある

ことを了解するものとし、仕様が変更された場合には、「カード」の取扱いについてＪＣＴＡの指示に従うものと

する。 

（２）「カード」は、いかなる場合においても、Ｂ－ＣＡＳによる「納入仕様書」に基づく個別包装状態が保たれ

ていないときには良品とみなされず、甲はＪＣＴＡの文書による事前の承諾なしにはこれを使用することは出来な

い。 

 

第５条（受入検査および検収） 

（１）検収の実施 

  甲は、「カード」納入後３営業日以内に、納入された「カード」の受入検査を実施し、品違い、員数不足、ＩＤ番

号の間違い等を発見した場合には、かかる納入後ＪＣＴＡの５営業日以内に「システム」に入力して通知するもの

とする。 

（２）検収 

  甲は、納入された「カード」が前項の受入検査の結果を「カード」納入後５営業日以内に「システム」に入力す

ることにより実施するものとする。 

（３）検収の完了 

  前項に基づき甲が検収入力を行わなかった場合でも、「カード」は甲による受入検査に合格し、検収が完了したも

のとみなす。 

（４）不合格時の対応 

  ＪＣＴＡは、本条第１項に基づき受入検査に不合格となった旨の通知があった「カード」について、代替品との

交換は行わないものとし、当該不合格品の枚数を除く「カード」枚数をもって当該月の支給枚数として取扱うもの

とする。なお、不合格品を除いた「カード」の検収については、第 2項および第 3項の規定が準用されるものとす

る。 

 

第６条（危険負担） 

 発送前に生じた「カード」の滅失、毀損その他の損害は甲の責に帰すべきものを除き、ＪＣＴＡの負担とし、 

発送後に生じた損害は、Ｂ－ＣＡＳ及びＪＣＴＡの責に帰すべきものを除き、甲の負担とする。 

 

第７条（権利の留保） 

（１）所有権 

  「カード」の所有権は、「カード」の検収完了後、および「カード」が甲またはＪＣＴＡ、ケーブルテレビ加入契

約に基づき供給される「受信端末」と共に使用されるために甲の加入者に引渡されても引続きＢ－ＣＡＳに帰属す

るものとする。 

（２）知的財産権 

  「カード」に関する知的財産権はＢ－ＣＡＳ又は「メーカー」に帰属するものとし、甲は、第７条第１項および

第２項に規定する場合以外には「カード」に関する知的財産権の利用を許諾されていないものとする。 

 

第８条（カードの管理） 

（１）使用目的 

①甲は、加入者により使用される「受信端末」で使用するためにのみ、甲の加入者に設置する受信端末数と同

数の「カード」を使用させるために、カードを加入者に支給する（以下「目的内使用」という）ものとする。 

②甲は、「目的内使用」以外の目的では「カード」を使用しないものとし、「カード」を他の用途に転用し、又

は第三者に再支給、貸与、譲渡し、或いは質入れ等を行わないものとする。 

③甲は「目的内使用」以外の目的では「加入者」に「カード」を使用させないものとし、「カード」を他の用途に転

用し、又は第三者に再支給、貸与、譲渡し、或いは質入れ等を行わせないものとする。 

（２）支給先 

 甲は本約款に基づくＢ－ＣＡＳカードの支給先を変更する場合、事前にＪＣＴＡへ通知しＪＣＴＡの承諾を得る

ものとする。更に変更先に異動が生じた場合には速やかにＪＣＴＡに通知する。 

（３）登録 

 甲は甲の加入者の下でカードが使用される場合、「ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款」を甲の 

加入者に熟読させ、ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款に規程する書面に署名・捺印をさせるもの

とし、甲がシステムにログインの上入力し、書面はＪＣＴＡが指定する期間保管するものとする。 

（４）管理・保管 
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①甲は、「カード」を他の物品と区別し、且つ安全な場所に保管する等、善良なる管理者の注意をもって 

これを管理するものとし、甲が事前に書面によりＪＣＴＡの承諾を受けた場合を除き甲の社員以外の 

第三者が「カード」を取扱うことなきよう、必要な措置を講ずるものとする。 

②甲は、甲の加入者をして前号の定めを遵守させるものとする。 

（５）通知 

  甲は、「カード」が第三者により差押や仮処分等を受ける虞のある場合には、事前にＪＣＴＡに通知し、その指示

にしたがうものとする。 

（６）不具合交換 

 甲は、カードに不具合（原始的瑕疵及び破損等）が発生したと判断した場合、カードを交換し、不具合カードを

返却するものとする。 

（７）再交付 

 甲は、甲の加入者がカードを紛失した場合は新しいカードを再交付するものとする。 

（８）返却 

 甲は、甲の加入者が契約を解除した場合、カードを加入者から回収し、毎月２０日までに「Ｂ－ＣＡＳカード返

却報告書」と共にＪＣＴＡに返却するものとする。 

（９）返還 

  本約款が満了、解除その他の理由により終了した場合、又は乙が必要と認めた場合、甲は、甲または甲の加入者

が保有する「カード」の全部又は一部をＪＣＴＡの指示に従い、返還するものとする。 

（１０）輸出制限 

  甲は、「カード」を日本国以外の如何なる国又は地域にも輸出してはならず、甲の加入者にも遵守させるものと 

する。 

（１１）費用負担 

 ６、８、９項による「カード」を甲がＪＣＴＡへ返送するための運送料および保険料（消費税を含む）に 

ついては、甲が全額負担するものとする。 

 

第９条（解析等の禁止） 

  甲は、「カード」を如何なる方法、手段によっても自ら又は第三者をして解析・複製・改造・改ざん等を行わず、

また第三者による解析・複製・改造・改ざん等を防止するために適切な措置を講ずるものとする。 

 

第１０条（滅失等） 

（１）報告 

  甲は、「カード」を滅失、毀損又は変質した場合には、直ちにそのＩＤ番号その他、滅失等した「カード」の 

詳細をＪＣＴＡに報告するものとする。 

（２）損害賠償 

①甲は、甲の責に帰すべき事由（甲の責めによる場合を含む）により前項の滅失、毀損又は変質が生じた場合 

には、かかる滅失、毀損、又は変質した「カード」の賠償費用として第３条第２項に定める価格をＪＣＴＡに

対して支払うとともに、ＪＣＴＡに損害が発生した時には併せてかかる損害を賠償するものとする。 

②甲は甲の加入者の責めにより前項の滅失、毀損又は変質が生じた場合には、かかる滅失、毀損、又は変質した

「カード」の賠償費用として第３条第２項に定める価格を甲に対して支払うよう可能な限りの努力を行う 

こととする。 

 

第１１条（返品） 

  「カード」の使用枚数内訳のうち、第４条第２項，第５条第４項、第８条第６項、第８項乃至第９項又は第１０

条に基づき使用不可となった「カード」について、甲はシステムから出力される「Ｂ－ＣＡＳカード返却報告書」

と共にかかる「カード」をＪＣＴＡに返品するものとする。 

 

第１２条（立入検査） 

  ＪＣＴＡは、甲における「カード」の使用および保管その他の管理状況を調査および確認する必要があると判断

する場合、甲に事前に通知の上、甲の施設に立ち入り、「カード」の管理状況を検査することができるものとする。 

 

第１３条（カード利用料金） 

（１）総則 

甲は、第８条に定められた目的のためのみにカードを利用することができるものとし、甲はＪＣＴＡが決定した
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本約款に基づく会費及び利用料細則に従い、利用料金を支払うものとする。 

（２）支払 

ＪＣＴＡは毎月末までに請求書を発行し、甲は請求書を受領した月の翌月末営業日までに利用料金を、振込手数

料その他の費用を甲の負担でＪＣＴＡの指定する口座に振込むものとする。甲が支払期限までに契約金額および 

その消費税相当額を支払わない場合、ＪＣＴＡは、甲に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、請求

金額に対し年利６％を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。 

（３）変更 

ＪＣＴＡは、賃金または物価等の変動により、この契約に定める利用料の金額が不適当であると認められる場合、

ＪＣＴＡ総会の議決により決定される。 

 

第１４条（製造物責任） 

  「カード」の製造上、設計上および警告上の欠陥に起因して第三者の生命や身体に危害を与え、又は当該第三者

の所有する財産に損害を与える問題が生じた場合、Ｂ－ＣＡＳが全てその責任と負担において解決するものとし、

甲がその旨を書面にて速やかにＪＣＴＡに通知の上、当該問題の解決のために必要となる権限および充分な情報を

ＪＣＴＡおよびＢ－ＣＡＳに付与して協力する。但し、かかる問題が、「受信端末」の欠陥等、ＪＣＴＡ又は 

Ｂ－ＣＡＳ以外の者の責に帰すべき事由により生じた場合には、この限りではない。 

 

第１５条（知的財産権侵害） 

  「カード」に関連して第三者の特許権等の知的財産権を侵害したとして当該第三者との間で紛争その他の問題が

生じた場合、Ｂ－ＣＡＳが全てその責任と負担において解決するものとし、甲がその旨を書面にて速やかに 

ＪＣＴＡに通知の上、当該問題の解決のために必要となる権限および充分な情報をＪＣＴＡに付与して協力する。

但し、かかる紛争その他の問題が、ＪＣＴＡ又はＢ－ＣＡＳ以外の者の責に帰すべき事由により生じた場合には、

この限りではない。 

 

第１６条（契約期間） 

  本約款の有効期間は、第 1７条の規定により解除される場合を除き、入会申込み日から最初に訪れる 3月 31 日 

までとし、当該期間満了の３ヶ月前までに甲又はＪＣＴＡより相手方に対し文書による解約の申入れがない限り、

更に１ヶ年間更新され、以降１年毎に自動更新されるものとする。 

 

第１７条（契約解除） 

（１）破産等による解除 

  甲およびＪＣＴＡは、相手方において下記の各号の一に該当する事由が発生した場合には、何等の催告を行う 

ことなく、本約款を即刻解除することができるものとする。 

①差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は破産、再生手続、会社

更生、会社整理等の申立があったとき 

②監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し処分を受けたとき 

③営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、又は任意整理手続きを開始したとき 

④手形又は小切手を不渡りとしたとき、又はその他支払停止状態に至ったとき 

⑤その他相手方の資産信用状態が悪化し、又はその虞がある相当の事由が生じたとき 

（２）契約違反等による解除 

  ＪＣＴＡは、甲が本約款の規定に違反し又はその義務を履行しない場合、相当な期間をもって催告し、なおも 

違反が解消されないか又は義務が履行されないときには、文書による通告により本約款を解除できるものとする。 

（３）その他の事由による解除 

  ＪＣＴＡは、甲がデジタル放送の信用を毀損し、若しくはその他デジタル放送および「カード」の普及の趣旨に

反する行為を行った場合、又は「カード」の目的外使用（第６条第２項で認められているものを除く）を行ったと

認められた場合には、文書による通告により本約款を解除できるものとする。 

（４）不可抗力 

  天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、交通機関の事故、その他本約款当事者の責に

帰すことのできない事由に起因して一方の当事者が本約款上の義務を履行することができなくなった場合には、 

かかる当事者は、その旨相手方に通知することにより、当該事由の継続期間中、当該義務の履行を猶予されるもの

とする。 

（５）損害賠償 

  ＪＣＴＡは、甲の責に帰すべき事由により、本約款の規定に従い本約款を解除した場合、甲に対して損害賠償を
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請求することができるものとする。但し、甲は本約款で定められている場合を除き、逸失利益その他の間接的、 

結果的又は拡大的損害について、ＪＣＴＡに対し賠償する責任を負わないものとする。 

 

第１８条（権利義務の譲渡禁止） 

（１）権利義務の譲渡禁止 

  甲は、ＪＣＴＡの文書による事前の同意なくして、本約款により生じる権利義務を第三者に譲渡若しくは担保の

用に供してはならない。但し、甲が合併等により業務の継承がなされる場合は、本約款に規定された甲の権利及び

義務の継承を確認する当該継承者の文書の提出をもって譲渡することを認める。 

 

第１９条（秘密保持） 

ＪＣＴＡおよび甲は、本約款に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、業務上その他の秘密情報（「カード」

に関する技術情報、仕様および各種文書、並びにこれらに添付される証憑により知り得た一切の情報を含む）を 

秘密として保持し、相手方の文書による事前の同意なくして、他に漏洩又は開示してはならない。 

 

第２０条（個人情報の保護） 

①甲およびＪＣＴＡは「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号、以下「個人情報保護

法」という）及び「放送受信者等の個人情報保護に関する指針」（総務省告示第 696 号、以下「総務省指針」と

いう）を遵守するものとする。 

②ＪＣＴＡは甲がシステムを通じて入力したデータ、及び送付された書類等に記載されている個人情報は 

Ｂ－ＣＡＳが規定するところの個人情報保護ガイドラインに則り保護するものとする。 

 

第２１条（紛争解決） 

  本約款に規定されていない事項および本約款の解釈につき疑義が生じた場合には、原則として甲およびＪＣＴＡ

間の協議により決定するが、協議が整わない場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として裁判により解

決する。 

 

第２２条（存続条項） 

 本契約終了後も、第６条、第８条、第９条、第１２条、第１３条、第１４条、第１６条乃至第２０条はなお有効

に存続するものとする。第１３条（カード利用料金）に規定されたＪＣＴＡ所定の利用料はＪＣＴＡから支給され

た「カード」を甲が返還するまでは同様に適用されるものとする。 

 

第２３条（信義） 

 甲およびＪＣＴＡは、信義を持って誠実に本約款を履行するものとし、本約款に定めのない事項または本約款の

解釈に疑義を生じた場合、甲及びＪＣＴＡは誠意を持って協議し、円満な解決にあたるものとする。 

 

第２４条（本約款の発効、改訂等） 

本約款は、ＪＣＴＡの理事会から発議されＪＣＴＡ総会にて決定され、1 ヶ月の告示後に発効するものとし、変

更のある時もこれと同様とする。 

以上 

 

 付則 第３条第２項料金表   １，５７５円／枚（消費税込み） 
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